
Ｈ２１．６．３０ 原案可決 

   

   
飲食店営業等に調理師の配置を義務付ける制度 

及び講習制度の制定に関する意見書 
   

 調理師法は、昭和３３年に制定されて以来、国民の食生活の変化とともに、逐次改

正がなされてきたもの である。特に、昭和５６年の調理師法の一部改正において、飲

食物を提供する施設ごとに調理師を置くように努めなければならないとされた。これ

について、調 理師団体では調理師の設置の義務化を要望したが、未だに努力規定

となっており、大規模な調理施設についても同様となっている。 
 近年におけるわが国は、女性の社会進出やライフスタイルの多様化に伴い、食生

活の面においても外食に依存するなどの機会が急増している中、飲食店等にお ける

食中毒なども年間を通じて多発しているうえ、毎年のように報道される食に関する事

故や事件で、食に対する信頼が揺らいでいる。とりわけ現在、飲食物を 提供する施

設等における食の安全・安心の確保が課題であり、調理の業務に従事する調理師の

役割が重要となっていることにかんがみ、調理師の位置付けの明確 化が重要であ

る。 
 よって、国におかれては、食の安全・安心を確保する観点から、次の措置を講じられ

るよう強く要望する。 
  
１ 調理師法第８条の２の規定において、調理師の設置については努力規定となって

いるが、一定規模以上の飲食を提供する大規模な施設においては、調理師の配置を

義務化するなどの法改正を行うこと。 
  
２ 調理師の地位の向上のためには、調理師の知識や技術力の更なる向上が求めら

れており、調理師の免許取得者の講習受講を義務化するため法律等所要の制度の

改正を行うこと。 
  
 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
  
  平成２１年６月３０日 
  

                       和歌山県議会議長  冨 安 民 浩   
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